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　地域包括支援センターの役割のひとつとして、“高齢者の権利を守ること（権利擁護）”があります。安心して地
域で暮らしていけるまちづくりとして、認知症などにより判断能力が低下したときに、金銭的なトラブル等を防
ぎ、適切な制度を利用できるよう、権利擁護の相談を受け付けます。
　町では地域包括支援センターと同じ健康福祉課に成年後見支援センターを設置し、連携して対応しています。

神戸町地域包括支援センター

今月の『通いの場』 お気軽に参加ください♪

ローズカフェ
日時　11月24日（木）
　　　13：30～15：00
場所　ばらの里　創作室
（入館料不要、喫茶代100円）
　　　☎27‐7774

てらカフェ
日時　11月22日（火）
　　　９：30～11：30
場所　正覺寺
　　　（北一色674－2）
　　　☎27‐2446

グラシアスカフェ
日時　11月５日（土）
　　　12月３日（土）
　　　９：30～11：00
場所　いろどり
　　　（神戸２０４－５）
　　　☎51‐4847

活きサポくらぶII
●ローズカフェ ●介護予防

日時　11月10日（木）、
　　　　　 17日（木）
　　　13：30～15：00
場所　ばらの里　運動室
（※別途入館料が必要です）
　　　☎27‐7774

このようなことで悩んでいませんか？

『日常生活自立支援事業』や『成年後見制度』によって、
 判断能力が十分でない方の権利を守ることができます。

●２つの制度の相違点
　『日常生活自立支援事業』は本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理
ができます。『成年後見制度』は、財産管理や福祉施設の入退所契約など、法律面や生活面で支援をするこ
とができます。

子どもがいないし、頼れる親
族もいません。将来認知症に
なったときのこ
とを考えると不
安があります。

親が認知症の診断を受けて
いますが、一人暮らしをしてい
ます。最近、見知らぬ人
が本人宅を出入りして
いる様子なので心配。

親が通帳や印鑑の
紛失を繰り返すようになりま
した。本人が銀行に行けない
ので、代わりに手続きしよう
としたら、娘の私でもできな
いと言われてしまって…。

こんなときには…

　年を重ねて心身の活力が低下した状態を「フレイル」と呼び、その程度を確認するのがフレイルチェックです。
フレイルの兆候を早めに発見し進行を抑制することが、要介護状態にならないための、重要なカギとなります。
　フレイルチェックでは、指輪っかテストや滑舌・筋肉量測定など、さまざまな
チェックを行います。参加ご希望の方は、電話または窓口でお申込みください。

　日　時：11月25日（金）13：30～15：30
　場　所：中央公民館３階　大会議室
　対象者：おおむね65歳以上の方
　申込先：地域包括支援センター（☎27‐1158　役場⑤番窓口）

地域包括支援センター・成年後見支援センター　　☎27‐1158
ご相談は、事前にお電話で相談日時を決めていただくとスムーズに対応できます。

問い合わせ先

フレイルチェック参加者募集！

　気軽に通える介護予防教室
として、神戸町社会福祉協議
会の運営で行われています。


